
平 成 31 年
３月22日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

平
成
三
十
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
政
策
企
画
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
の
検
査
の
実
施
（
畜
産
振
興
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
の
指
定
（
下
関
市
）
（
森
林
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

三
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…
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
（
河
川
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

肥
料
の
登
録
（
農
業
振
興
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更
（
農
業
振
興
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

肥
料
の
登
録
の
失
効
（
農
業
振
興
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表
（
水
産
振
興
課
）

八

…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
三
件
）
（
監
理
課
）

一
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…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等

一
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
団
体
の
異
動
事
項

一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等

一
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
名
称
等

一
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
則

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
告
示

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

一
四

…
…
…
…
…

○
企
業
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
企
業
局
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

一
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
平
成
三
十
一
年
二
月
五
日
山
口
県
告
示
第
二
十
二
号
）

一
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
八
十
三
号

平
成
三
十
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
に
関
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
山
口
県
告
示
第
百
九
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二

調
査
地
域
中
「
豊
田
町
大
字
大
河
内
」
の
下
に
「
、
豊
田
町
大
字
殿
敷
」
を
、
「
山
口
市
」
の

下
に
「
秋
穂
二
島
、
」
を
、
「
防
府
市
」
の
下
に
「
大
字
中
山
及
び
」
を
加
え
、
「
及
び
大
字
河
内
」

を
「
、
大
字
河
内
及
び
葉
山
二
丁
目
」
に
改
め
、
「
長
門
市
俵
山
」
の
下
に
「
及
び
日
置
上
」
を
、

「
周
南
市
大
字
湯
野
」
の
下
に
「
及
び
大
字
鹿
野
上
」
を
加
え
る
。

山
口
県
告
示
第
八
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
に
対
し
、
次
の
と
お
り
家
畜
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
検
査

㈠

目
的

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

㈡

区
域

山
口
県
全
域

㈢

対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

⚑

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
月
齢
又
は
推
定
月
齢
が
満
二
十
四

一
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月
以
上
の
雌
牛
で
家
畜
防
疫
員
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の

⚒

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
月
齢
又
は
推
定
月
齢
が
満
二
十
四

月
以
上
の
雌
牛
で
家
畜
防
疫
員
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の

⚓

⚑
及
び
⚒
に
掲
げ
る
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
家
畜
防
疫
員
が
検
査
の
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
も
の

⚔

搾
乳
の
用
に
供
す
る
目
的
で
県
外
か
ら
移
入
し
た
雌
牛

⚕

繁
殖
の
用
に
供
す
る
目
的
で
県
外
か
ら
移
入
し
た
雌
牛

㈣

期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

㈤

検
査
の
方
法

⚑

予
備
的
抗
体
検
出
法
（
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
法
）

⚒

⚑
に
よ
る
検
査
の
反
応
が
陽
性
で
あ
る
場
合
に
は
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法

二

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査

㈠

目
的

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め

㈡

区
域

山
口
県
全
域
（
萩
市
見
島
を
除
く
。
）

㈢

対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

⚑

死
亡
前
に
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
症
状
を
呈
し
て
い
た
又
は
呈
し
て
い
た
可
能
性
が
高

い
牛
の
死
体

⚒

月
齢
又
は
推
定
月
齢
が
満
四
十
八
月
以
上
で
死
亡
し
た
牛
の
死
体
で
死
亡
前
に
歩
行
困
難
又

は
起
立
不
能
を
呈
し
て
い
た
も
の
（
⚑
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

⚓

月
齢
又
は
推
定
月
齢
が
満
九
十
六
月
以
上
で
死
亡
し
た
牛
の
死
体
（
⚑
及
び
⚒
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

⚔

月
齢
又
は
推
定
月
齢
が
満
十
二
月
以
上
で
死
亡
し
た
め
ん
羊
又
は
山
羊
の
死
体

㈣

期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

㈤

検
査
の
方
法

⚑

牛
の
死
体
に
あ
っ
て
は
酵
素
免
疫
測
定
法
（
エ
ラ
イ
ザ
法
）

⚒

め
ん
羊
、
山
羊
及
び
⚑
に
よ
る
検
査
の
反
応
が
陰
性
で
な
い
牛
の
死
体
に
あ
っ
て
は
ウ
エ
ス

タ
ン
ブ
ロ
ッ
ト
法
に
よ
る
検
査
及
び
免
疫
組
織
化
学
的
検
査

三

豚
コ
レ
ラ
検
査

㈠

目
的

豚
コ
レ
ラ
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

㈡

区
域

山
口
県
全
域

㈢

対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

家
畜
防
疫
員
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
豚

㈣

期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

㈤

検
査
の
方
法

酵
素
免
疫
測
定
法
（
エ
ラ
イ
ザ
法
）

四

豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
検
査

㈠

目
的

豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

㈡

区
域

山
口
県
全
域

㈢

対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

飼
育
し
て
い
る
豚
で
家
畜
防
疫
員
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の

㈣

期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

㈤

検
査
の
方
法

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
法

五

鶏
の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査

㈠

目
的

鶏
の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

㈡

区
域

山
口
県
全
域

㈢

対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

飼
養
し
て
い
る
鶏
で
家
畜
防
疫
員
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の

㈣

期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

㈤

検
査
の
方
法

血
清
抗
体
検
査
（
家
畜
防
疫
員
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
鶏
に
あ
っ
て
は
、
血
清
抗
体
検
査
及

び
ウ
イ
ル
ス
分
離
検
査
）

六

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
検
査
及
び
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
・
ガ
リ
セ
プ
チ
カ
ム
検
査

㈠

目
的

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
及
び
鶏
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

二
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㈡

区
域

山
口
県
全
域

㈢

対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

種
卵
を
採
取
し
、
又
は
採
取
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
鶏
で
家
畜
防
疫
員
が
検
査
の
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
も
の

㈣

期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

㈤

検
査
の
方
法

急
速
凝
集
反
応
法

七

腐
蛆そ

病
検
査

㈠

目
的

腐
蛆
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め

㈡

区
域

山
口
県
全
域

㈢

対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

⚑

蜜
蜂
の
全
部

⚒

転
飼
し
よ
う
と
す
る
蜜
蜂

㈣

期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

㈤

検
査
の
方
法

肉
眼
検
査

山
口
県
告
示
第
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
大
字
阿
内
字
フ
ス
ヘ
キ
九
三
六
の
九
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
下
関
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関

市
農
林
水
産
振
興
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

下
関
長
門
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

下
関
市
形
山
み
ど
り
町
一
の
四
地
先
か
ら

同
市
大
字
石
原
字
壁
石
七
〇
の
一
地
先
ま

で

旧

最
狭

九
・
六

最
広

二
五
・
〇

四
五
八
・
八

新

最
狭

一
三
・
七

最
広

四
八
・
八

四
四
一
・
〇
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

山
口
県
告
示
第
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

二
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に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

下
関
長
門
線

下
関
市
形
山
み
ど
り
町
一
の
四
地
先
か
ら

同
市
大
字
石
原
字
壁
石
七
〇
の
一
地
先
ま
で

平
成
三
十
一
年
三
月

二
十
三
日

山
口
県
告
示
第
八
十
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

上
市
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

大

字

名

字

名

地

番

標

柱

番

号

山

口

市

徳
地
島
地

慶

福

一
二
一
二
九
の
一

一
号

〃

〃

〃

一
二
一
二
七

二
号

〃

〃

越

垰

七
一
九
の
一

三
号

〃

〃

岩

刈

四
五

四
号

〃

〃

〃

四
六

五
号

〃

〃

慶

福

一
の
四

六
号

山
口
県
告
示
第
八
十
九
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
河
川
に

つ
い
て
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

河
川
の
名
称

佐
波
川
水
系
島
地
川

二

指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
、
浸
水
継
続
時
間
並
び
に
計
画
降
雨
に
よ
り

当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
河
川
課
並
び
に
周
南
土
木
建
築
事

務
所
及
び
防
府
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

河
川
の
名
称

由
宇
川
水
系
由
宇
川

二

指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
、
浸
水
継
続
時
間
並
び
に
計
画
降
雨
に
よ
り

当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
岩
国
土
木
建
築
事
務

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

河
川
の
名
称

富
田
川
水
系
富
田
川

二

指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
、
浸
水
継
続
時
間
並
び
に
計
画
降
雨
に
よ
り

当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
周
南
土
木
建
築
事
務

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

河
川
の
名
称

厚
東
川
水
系
厚
東
川

二

指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
、
浸
水
継
続
時
間
並
び
に
計
画
降
雨
に
よ
り

当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

四
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次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
宇
部
土
木
建
築
事
務

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

河
川
の
名
称

厚
東
川
水
系
中
川

二

指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
、
浸
水
継
続
時
間
並
び
に
計
画
降
雨
に
よ
り

当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
宇
部
土
木
建
築
事
務

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

河
川
の
名
称

厚
東
川
水
系
大
田
川

二

指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
、
浸
水
継
続
時
間
並
び
に
計
画
降
雨
に
よ
り

当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
宇
部
土
木
建
築
事
務

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
七
一
）
肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
肥
料
の
登
録
を
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

四
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登
録
番
号

登
録
年
月
日

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
(％
)

そ
の
他
の
規
格

生

産

業

者

氏

名

又

は

名

称

住

所

山
口
県
生

第
六
〇
四
号

平
成
三
〇
、

七
、

二
副
産
石
灰
肥
料

く
み
あ
い
粒
状
ミ

ネ
テ
ツ
エ
ー
ス
Ⅱ
ア
ル
カ
リ
分

四
〇
・
〇
公
定
規
格
の
と
お

り

ア
サ
ヒ
ミ
ネ
ラ
ル
工

業
株
式
会
社

広
島
県
呉
市
昭
和
町
一

一
番
一
号

山
口
県
生

第
六
〇
五
号

〃

一
〇
、

四
消
石
灰

肥
料
用
七
〇
・
〇

消
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇
該
当
な
し

重
安
石
灰
株
式
会
社
美
祢
市
大
嶺
町
北
分
五

六
二

山
口
県
生

第
六
〇
六
号

平
成
三
一
、

二
、
一
九
副
産
石
灰
肥
料

粒
状
ミ
ネ
ラ
ル
Ｇ
ア
ル
カ
リ
分

四
三
・
〇

く
溶
性
苦
土

一
・
〇
公
定
規
格
の
と
お

り

ア
サ
ヒ
ミ
ネ
ラ
ル
工

業
株
式
会
社

広
島
県
呉
市
昭
和
町
一

一
番
一
号

（
七
二
）
肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
肥
料
の
登
録
事
項
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

登
録
番
号

変
更
年
月
日

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
(％
)

そ
の
他
の
規
格

変
更
事
項

生

産

業

者

氏

名

又

は

名

称

住

所

山
口
県
生

第
五
五
七
号

平
成
三
〇
、

二
、
一
三
蒸
製
骨
粉－

一
号
窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
一
・
〇
公
定
規
格
の
と
お

り

住
所
の
変
更

山
口
県
特
殊
化
成
企

業
組
合

（
旧
）
岩
国
市
周
東
町

上
久
原
五
八

（
新
）
岩
国
市
周
東
町

上
久
原
一
〇
〇
五
八

山
口
県
生

第
五
五
八
号

〃

〃

〃

山
口
ミ
ー
ル

窒
素
全
量

九
・
〇

り
ん
酸
全
量

五
・
五
〃

〃

〃

〃

山
口
県
生

第
五
五
九
号

〃

〃

〃

フ
ェ
ザ
ー
ミ
ー
ル
窒
素
全
量

一
二
・
〇
〃

〃

〃

〃

山
口
県
生

第
五
九
一
号

平
成
三
〇
、

五
、
一
四
肥
料
用
六
五
・
〇

消
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇
該
当
な
し

〃

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン

ビ
ジ
ネ
ス
九
州

（
旧
）
大
分
市
大
道
町

四
丁
目
三
番
三
五
号

（
新
）
大
分
県
宇
佐
市

大
字
山
本
一
九
九
〇

（
七
三
）
肥
料
の
登
録
の
失
効

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登

録
は
、
そ
の
効
力
を
失
い
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

六

山 口 県 報 （定期） 第 3046 号平成31年３月22日 金曜日



登
録
番
号

失
効
年
月
日

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
(％
)

そ
の
他
の
規
格

生

産

業

者

氏

名

又

は

名

称

住

所

山
口
県
生

第
五
六
一
号

平
成
三
〇
、

五
、
三
〇
魚
か
す
粉
末

魚
か
す
粉
末

窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
六
・
〇
該
当
な
し

エ
ム
シ
ー
・
フ
ァ
ー

テ
ィ
コ
ム
株
式
会
社
東
京
都
千
代
田
区
麹
町

一
丁
目
一
〇
番
地

山
口
県
生

第
六
〇
三
号

〃

七
、

二
副
産
石
灰
肥
料

く
み
あ
い
粒
状
ミ

ネ
テ
ツ
エ
ー
ス

ア
ル
カ
リ
分

四
五
・
〇
公
定
規
格
の
と
お

り

ア
サ
ヒ
ミ
ネ
ラ
ル
工

業
株
式
会
社

広
島
県
呉
市
昭
和
町
一

一
番
一
号

（
七
四
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

山
口
北
部
土
地
改
良
区

理

事

花
田

憲
彦

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
一
八
六
三

〃

〃

小
野

藤
男

〃

〃

〃

一
〇
六
一

〃

〃

小
田

保

〃

〃

〃

三
七
九
三

〃

〃

岩
本

清

〃

〃

大
字
宇
田
二
二
二
八
の
四

〃

〃

中
原

孝

〃

〃

大
字
宇
生
賀
一
七
八
二

〃

〃

藤
田

司
朗

〃

〃

〃

一
三
三
二

〃

〃

尾
木

武
夫

萩
市
大
字
上
小
川
西
分
三
九
六
〇

〃

〃

山
木

好
弘

〃

〃

二
三
八
三
の
二

〃

〃

梅
津

芳
生

〃

大
字
上
田
万
二
一
二
九

〃

〃

小
田

孝
詞

〃

大
字
須
佐
三
一
七

〃

〃

近
藤

忠
憲

〃

〃

三
五
七
三

〃

〃

大
枝

邑

〃

大
字
片
俣
一
六
一
六

〃

〃

栗
田

紀
司

〃

〃

一
三
五
九

〃

〃

河
村

光
佳

〃

大
字
高
佐
上
一
二
七

〃

〃

堀
田

安
正

〃

大
字
高
佐
下
一
四
〇
九

〃

〃

浅
野

直
祐

〃

大
字
吉
部
上
二
二
九
六

〃

監

事

小
野

昇

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
二
二
六
の
一

〃

〃

大
田
八
十
二

萩
市
大
字
上
田
万
二
七
五
九

〃

〃

村
上

孝
志

〃

大
字
須
佐
三
四
七
四
の
一

〃

〃

金
子

誠

〃

大
字
高
佐
下
八
二
〇
の
一

二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

山
口
北
部
土
地
改
良
区

理

事

中
村

秀
明

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
二
八
七
二

〃

〃

小
野

藤
男

〃

〃

〃

一
〇
六
一

〃

〃

小
田

保

〃

〃

〃

三
七
九
三

〃

〃

白
石

益
雄

〃

〃

大
字
宇
田
一
五
三
八
の
二

〃

〃

中
原

孝

〃

〃

大
字
宇
生
賀
一
七
八
二

〃

〃

藤
田

司
朗

〃

〃

〃

一
三
三
二

〃

〃

尾
木

武
夫

萩
市
大
字
上
小
川
西
分
三
九
六
〇

〃

〃

椿

照
孝

〃

〃

二
四
三
二
の
一

〃

〃

梅
津

芳
生

〃

大
字
上
田
万
二
一
二
九

〃

〃

小
田

孝
詞

〃

大
字
須
佐
三
一
七

〃

〃

近
藤

忠
憲

〃

〃

三
五
七
三

〃

〃

大
枝

邑

〃

大
字
片
俣
一
六
一
六

〃

〃

栗
田

紀
司

〃

〃

一
三
五
九

〃

〃

河
村

光
佳

〃

大
字
高
佐
上
一
二
七

〃

〃

堀
田

安
正

〃

大
字
高
佐
下
一
四
〇
九

〃

〃

浅
野

直
祐

〃

大
字
吉
部
上
二
二
九
六

〃

監

事

大
田
八
十
二

〃

大
字
上
田
万
二
七
五
九

〃

〃

村
上

孝
志

〃

大
字
須
佐
三
四
七
四
の
一

〃

〃

吉
岡

憲
弘

〃

大
字
高
佐
上
一
六
一
一
の
三

〃

〃

小
野

昇

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
二
二
六
の
一

七
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（
七
五
）
山
口
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計

画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
、
変
更
後
の
計
画
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

㈠

基
本
理
念

我
が
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
は
、
近
年
全
体
と
し
て
お
お
む
ね
安
定
的
に
推
移

し
て
い
る
が
、
低
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
資
源
や
資
源
水
準
が
悪
化
し
て
い
る
資
源
も
見
ら

れ
、
本
県
海
域
に
お
い
て
も
同
様
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
今
後
と
も
水
産
業
の
発
展
を
図
っ
て

い
く
た
め
に
は
、
そ
の
基
幹
と
な
る
海
洋
生
物
資
源
を
適
切
に
管
理
し
、
合
理
的
に
利
用
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
及
び
関
係
機
関
と
連
携
し
、
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
資
源
の
内
容
、
当

該
資
源
を
取
り
巻
く
環
境
等
に
つ
い
て
の
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
、
漁
業
の
経
営
状
況
等
に
十
分

配
慮
し
つ
つ
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
関
係
者
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
そ
の
自
主
的
な
海

洋
生
物
資
源
の
管
理
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
海
洋
生
物
資
源
を
持
続
的
に
利
用
す
る
た
め
の
適

切
な
資
源
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
漁
業
の
発
展
と
水
産
物
の
供
給
の
安
定
を
図
る
。

㈡

漁
獲
量
及
び
漁
獲
努
力
量
の
管
理

資
源
量
に
応
じ
た
漁
獲
を
実
現
す
る
た
め
、
国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
第
一
種
特
定

海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
対
し
て
、
適
切
な
管

理
措
置
を
講
じ
る
。

国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に

つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
量
に
対
し
て
、
適
切
な
管
理
措
置
を
講
じ
る
。

漁
獲
可
能
量
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
、
漁
業
者
等
に
対
し
、
必
要
な

指
導
及
び
監
督
を
行
う
。

㈢

資
源
管
理
指
針
・
資
源
管
理
計
画
の
推
進

持
続
的
な
漁
業
生
産
を
確
保
す
る
た
め
、
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
資
源
管
理
の
方
向
性
や
内
容

を
定
め
た
資
源
管
理
指
針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
資
源
管
理
措
置

を
内
容
と
す
る
資
源
管
理
計
画
に
つ
い
て
、
漁
業
者
等
に
よ
る
作
成
及
び
実
施
を
推
進
し
、
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
資
源
管
理
を
図
る
。

㈣

そ
の
他
の
方
針

国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ

た
数
量
等
に
つ
い
て
は
、
九
か
ら
十
三
ま
で
に
定
め
る
。

二

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
及
び

知
事
管
理
量
に
関
す
る
事
項

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
管
理
の
対

象
と
な
る
期
間
及
び
知
事
管
理
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
あ
じ
に
つ
い
て
は
、
漁

場
の
形
成
状
況
が
毎
年
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
国
の
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
数
量
を
変
更
す

る
こ
と
が
あ
る
。

過
去
に
お
い
て
漁
獲
実
績
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
影
響
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
第

一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
に
係
る
知
事
管
理
量
に
つ
い
て
は
、
「
若
干
」
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努
力

量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ

る
。な

お
、
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
の
平
成
三
十
一
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
ま
で
の
期
間
に

係
る
数
量
は
、
当
該
期
間
が
開
始
す
る
前
ま
で
に
定
め
る
。

区

分

期

間

知
事
管
理
量

ま
あ
じ

平
成
三
十
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で

七
、
五
〇
〇
ト
ン

平
成
三
十
一
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で

四
、
〇
〇
〇
ト
ン

ま
い
わ
し

平
成
三
十
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で

若
干

平
成
三
十
一
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で

若
干

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

平
成
三
十
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
六
月
ま
で

若
干

平
成
三
十
一
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
ま
で

未
定

三

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の

採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
関
す
る
事
項

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
採
捕
の
種

類
別
の
数
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
あ
じ
に
つ
い
て
は
、
漁
場
の
形
成
状
況
が
毎

年
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
国
の
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
数
量
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

過
去
に
お
い
て
漁
獲
実
績
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
影
響
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
漁

業
に
係
る
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
つ
い
て
は
「
若
干
」
と
し
、
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
と
認
め
ら

八
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れ
る
漁
業
に
係
る
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
つ
い
て
は
明
示
し
な
い
。

区

分

採

捕

の

種

類

数

量

平
成
三
十
年

平
成
三
十
一
年

ま
あ
じ

中
型
ま
き
網
漁
業

六
、
〇
〇
〇
ト
ン

三
、
二
〇
〇
ト
ン

〃

小
型
ま
き
網
漁
業

若
干

若
干

〃

敷
網
漁
業

若
干

若
干

〃

す
く
い
網
漁
業

若
干

若
干

〃

定
置
漁
業
権
に
基
づ
く
定
置
漁
業
（
以
下
「
大
型

定
置
漁
業
」
と
い
う
。
）

若
干

若
干

四

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ

き
施
策
に
関
す
る
事
項

㈠

ま
あ
じ

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
漁
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
漁
獲
可
能
量
の
管
理
を
推
進
す
る

た
め
、
当
該
漁
業
者
間
の
話
合
い
を
進
め
る
。

小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷
網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び
大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
管

理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

㈡

ま
い
わ
し

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
許
可
隻
数
等
に
つ
い
て
現
状
ど
お
り
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努

力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷
網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び
大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
管

理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

㈢

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
許
可
隻
数
等
に
つ
い
て
現
状
ど
お
り
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努

力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷
網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び
大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
管

理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

㈣

す
る
め
い
か

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が

ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な

る
よ
う
に
努
め
る
。

五

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
管
理
の
対
象
と
な
る
量
に

関
す
る
事
項

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
管
理

の
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
並
び
に
当
該
採
捕
の
種
類
に
係
る
海
域
及
び
期
間
並
び
に
量
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

区

分

採

捕

の

種

類

海

域

期

間

量
（
隻
日
）

さ
わ
ら

さ
わ
ら
流
網
漁
業

瀬
戸
内
海

平
成
三
十
一
年
六
月

十
六
日
か
ら
同
年
七

月
三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

平
成
三
十
一
年
九
月

一
日
か
ら
同
年
十
一

月
三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

ま
こ
が
れ

い

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
二

種
漁
業
及
び
手
繰
第
三
種
漁
業
に
限

る
。
）

周
防
灘

平
成
三
十
一
年
一
月

一
日
か
ら
同
年
二
月

十
日
ま
で

一
一
、
六
八
五

六

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資

源
の
採
捕
の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
量
に
関
す
る
事
項

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
採
捕

の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

区

分

採

捕

の

種

類

海

域

期

間

量
（
隻
日
）

さ
わ
ら

さ
わ
ら
・
た
い
・
ま
な
が
つ
お
流
さ
し

網
漁
業

安
芸
灘
及

び
伊
予
灘

平
成
三
十
一
年
六
月

十
六
日
か
ら
同
年
七

月
三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

周
防
灘

平
成
三
十
一
年
九
月

一
日
か
ら
同
年
十
一

月
三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

ま
こ
が
れ

い

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
え
び
こ
ぎ

網
漁
業
及
び
け
た
網
漁
業
に
限
る
。
）

周
防
灘

平
成
三
十
一
年
一
月

一
日
か
ら
同
年
二
月

十
日
ま
で

一
一
、
六
八
五

七

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示
す
る
操
業
制
限
等
に
従
っ
て
操
業
す
る
よ
う
に
指
導
す

る
と
と
も
に
、
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
に
係
る
漁
獲
努
力
量
等
が
迅
速
に
知

事
に
報
告
さ
れ
る
よ
う
な
体
制
の
整
備
を
進
め
る
。

八
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八

そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
は
、
詳
細
か
つ
正
確
な
資
源
状

況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
資
源
に
関
す
る

調
査
及
び
研
究
の
充
実
強
化
を
更
に
進
め
る
。

九

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

本
県
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
は
、
主
と
し
て
ひ
き
縄
つ
り
漁
業
、
一
本
つ
り
漁
業
及
び
定
置
漁
業

に
よ
り
漁
獲
さ
れ
、
本
県
に
と
っ
て
重
要
な
資
源
と
な
っ
て
い
る
。

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
を
通
じ
て
安
定
的
か
つ
持
続
的
な
利
用
を
図
る
た
め
に
、
国
の
基

本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
本
県
の
知
事
管
理
量
に
つ
い
て
、
本
県
の
漁
業
の

実
態
に
応
じ
た
適
切
な
管
理
措
置
を
講
じ
る
。

知
事
管
理
量
を
適
切
に
管
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者
等
に
対
し
指
導
又
は
採
捕
の
数
量
の
公

表
等
の
措
置
を
講
じ
る
た
め
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
実
績
の
的
確
な
把
握
に
努
め
る
。
併
せ
て
、

採
捕
の
数
量
が
本
県
の
知
事
管
理
量
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
公
表
す

る
と
と
も
に
早
期
是
正
措
置
（
法
第
九
条
第
二
項
の
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
講
じ
る
。

知
事
管
理
量
の
適
切
な
管
理
を
行
う
た
め
に
は
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
く
ろ
ま
ぐ

ろ
を
取
り
巻
く
環
境
等
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
科
学
的
デ
ー
タ
及
び
科
学
的
知
見
が
必
要
で
あ

り
、
当
該
デ
ー
タ
の
蓄
積
及
び
当
該
知
見
の
進
展
を
図
る
た
め
、
山
口
県
水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
を
中

心
と
し
、
国
及
び
関
係
都
道
府
県
と
の
連
携
の
下
、
資
源
調
査
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
。

知
事
管
理
量
の
遵
守
を
図
る
観
点
か
ら
、
漁
業
者
等
に
よ
る
自
主
的
な
漁
獲
管
理
の
取
組
を
推
進

す
る
。

十

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
区
分
ご
と
の
知
事
管
理
量
に
関
す
る
事
項

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
区
分
ご
と
の
管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
及
び
知
事
管
理
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

区

分

期

間

知
事
管
理
量

三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く

ろ
ま
ぐ
ろ
（
以
下
「
小
型

魚
」
と
い
う
。
）

平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

八
七
・
九
ト
ン

（
う
ち
〇
・
一
ト
ン

を
留
保
す
る
。
）

三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
く

ろ
ま
ぐ
ろ
（
以
下
「
大
型

魚
」
と
い
う
。
）

平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

二
三
・
〇
ト
ン

（
う
ち
〇
・
一
ト
ン

を
留
保
す
る
。
）

十
一

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
知
事
管
理
量
に
係
る
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
関
す
る
事
項

小
型
魚
の
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
大
型
魚
の
採
捕
の
種
類
別
の
数
量

は
、
定
め
な
い
。

採

捕

の

種

類

数

量

定
置
漁
業

三
二
・
八
ト
ン

定
置
漁
業
以
外
の
漁
業

五
五
・
〇
ト
ン

十
二

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

知
事
管
理
量
及
び
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
を
遵
守
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
管
理
措
置
を
講
じ

る
。

㈠

採
捕
の
数
量
の
報
告
等

県
内
の
漁
業
協
同
組
合
（
内
水
面
漁
業
協
同
組
合
を
除
く
。
以
下
「
県
内
海
面
漁
協
」
と
い

う
。
）
は
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
採
捕
の
数
量
を
別
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
報
告
す
る
。

本
県
は
、
当
該
採
捕
の
数
量
の
集
計
結
果
を
県
内
海
面
漁
協
に
通
知
す
る
。

㈡

採
捕
の
数
量
の
公
表

採
捕
の
数
量
が
、
知
事
管
理
量
（
留
保
す
る
数
量
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
採
捕
の
種
類

別
の
数
量
の
七
割
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
時
点
で
、
当
該
採
捕
の
数
量
を
公
表
す

る
。

㈢

早
期
是
正
措
置

採
捕
の
数
量
の
公
表
後
速
や
か
に
、
早
期
是
正
措
置
を
講
じ
る
。

⚑

小
型
魚
の
採
捕
の
数
量
が
定
置
漁
業
に
係
る
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
占
め
る
次
の
⑴
か
ら

⑶
ま
で
に
掲
げ
る
割
合
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
置
漁
業
を
営
む
者
に
対

し
、
当
該
割
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
生
存
個
体
の
放
流
等
に

係
る
措
置
を
講
じ
る
。

⑴

七
割

助
言

⑵

八
割

指
導

⑶

九
割
五
分

勧
告

⚒

小
型
魚
の
採
捕
の
数
量
が
定
置
漁
業
以
外
の
漁
業
に
係
る
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
に
占
め
る

次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
割
合
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
置
漁
業
以

外
の
漁
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
割
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め

る
操
業
日
数
の
削
減
等
に
係
る
措
置
を
講
じ
る
。

⑴

七
割

助
言

⑵

八
割

指
導

⑶

九
割
五
分

勧
告

一
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⚓

大
型
魚
の
採
捕
の
数
量
が
知
事
管
理
量
に
占
め
る
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
割
合
を
超

え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
置
漁
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
割
合
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
生
存
個
体
の
放
流
等
に
係
る
措
置
を
講
じ
る
。

⑴

七
割

助
言

⑵

八
割

指
導

⑶

九
割
五
分

勧
告

⚔

大
型
魚
の
採
捕
の
数
量
が
知
事
管
理
量
に
占
め
る
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
割
合
を
超

え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
定
置
漁
業
以
外
の
漁
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
割
合

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
操
業
日
数
の
削
減
等
に
係
る
措
置
を
講

じ
る
。

⑴

七
割

助
言

⑵

八
割

指
導

⑶

九
割
五
分

勧
告

㈣

遊
漁
者
及
び
遊
漁
船
業
者
に
対
す
る
指
導
等

県
内
の
漁
業
者
に
対
し
て
管
理
の
取
組
を
指
導
し
た
場
合
は
、
県
内
の
遊
漁
船
業
者
に
対
し
て

も
同
様
の
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
国
に
対
し
当
該
指
導
の
内
容
を
速
や
か
に
報
告
す
る
。

国
と
協
力
し
、
釣
り
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
テ
レ
ビ
等
の
媒
体
を
通
じ
て
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の

管
理
状
況
や
漁
業
者
の
取
組
へ
の
理
解
と
協
力
の
呼
び
か
け
を
行
う
。

十
三

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
命
令

㈠

本
県
の
採
捕
の
数
量
が
、
知
事
管
理
量
の
九
割
五
分
を
超
え
る
と
き
は
、
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
採
捕
の
停
止
命
令
を
行
う
。

㈡

本
県
の
採
捕
の
数
量
が
、
採
捕
の
種
類
別
の
数
量
の
九
割
五
分
を
超
え
る
と
き
は
、
法
第
十
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
採
捕
の
停
止
命
令
を
行
う
。

（
七
六
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
国
四
国
防
衛
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
大
字
福
江

三

作
業
の
期
間

平
成
三
十
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
三
日
ま
で

（
七
七
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

周
南
市
日
地
町
、
政
所
四
丁
目
、
大
字
栗
屋
、
大
字
下
上
、
大
字
上
村
、
大
字
須
々
万
本
郷
、
大

字
徳
山
及
び
大
字
湯
野

三

作
業
の
期
間

平
成
三
十
年
十
月
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

（
七
八
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
関
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
都
市
計
画
図
更
新
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市

三

作
業
の
期
間

一
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平
成
三
十
年
十
月
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

有
田
力
後
援
会

山
本
賢
司
佐
保
孝
江
周
南
市
河
東
町
６
番
16号

平
成
31、
２
、
８

有
近
ま
ち
こ
後
援

会
勝
村
靖
夫
大
室
美
恵
子
柳
井
市
新
市
沖
５
番
20号

〃
１
、
31

イ
ー
ジ
ス
や
め
て

変
え
よ
う
山
口

廣
兼
捷
晃
山
中

修
萩
市
大
字
江
向
56

〃
２
、
18

大
石
あ
や
め
後
援

会
佐
々
木
明
美
藤
本
謙
吾
宇
部
市
松
山
町
１
丁
目
11

番
11号

〃
１
、
７

か
わ
の
哲
男
後
援

会
土
井
郁
男
河
野
笙
子
〃

大
字
西
岐
波
1233

〃
２
、
12

国
本
た
く
や
後
援

会
國
本
卓
也
國
本
佳
子
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下

田
布
施
216の

10
〃
１
、
15

篠
田
洋
司
後
援
会
伊
賀
克
己
上
田

尚
美
祢
市
大
嶺
町
東
分
3370

の
５

〃
〃
〃

青
龍
会

髙
杉
敏
也
髙
杉
豊
子
山
口
市
古
熊
１
丁
目
６
番

11号
〃
２
、
26

高
井
と
も
こ
後
援

会
石
川
弘
巳
高
井
健
次
宇
部
市
大
字
東
岐
波
3921

の
４

〃
１
、
24

卓
友
会

國
本
卓
也
國
本
佳
子
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下

田
布
施
216の

10
〃
〃
15

ひ
が
き
徳
雄
後
援

会
大
田
幸
夫
富
山
哲
夫
下
関
市
田
中
町
６
番
23号

〃
〃
４

松
並
弘
治
後
援
会
松
並
秀
夫
松
並
登
美
子
周
南
市
大
字
呼
坂
2034

〃
〃
23

山
口
県
維
新
の
会
髙
杉
敏
也
髙
杉
豊
子
山
口
市
古
熊
１
丁
目
６
番

11号
〃
２
、
６

山
口
県
政
に
新
鮮

な
力
を
実
現
す
る

会
池
部
道
雄
池
部
保
江
萩
市
大
字
椿
東
3031の

14
〃
〃
４

夢
と
活
力
あ
ふ
れ

る
美
祢
市
政
を
実

現
す
る
会

篠
田
洋
司
上
田

尚
美
祢
市
大
嶺
町
東
分
343

の
２

〃
１
、
21

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

自
由
民
主
党
橘
支
部

吉
村

忍
会
計
責
任
者
柏
谷
敏
江

岡
本
進
之

平
成
31、
１
、
15

自
由
民
主
党
山
口
県
電
気
通
信

支
部

兵
庫
雄
二
代
表
者
兵
庫
雄
二

信
本
さ
ち
子

〃
〃
１

自
由
民
主
党
山
口
県
土
地
改
良

支
部

守
田
宗
治
〃

守
田
宗
治

江
原

清
平
成
30、
４
、
〃

日
本
共
産
党
山
口
県
中
部
地
区

委
員
会

五
島

博
会
計
責
任
者
武
波
義
明

魚
永
智
行

平
成
31、
２
、
12

芥
川
き
く
じ
後
援
会

杉
山
隆
典
代
表
者
杉
山
隆
典

藏
重
重
成

〃
〃
４

有
田
あ
つ
し
後
援
会

久
保

實
〃

久
保

實
眞
城

信
〃
〃
16

磯
部
登
志
恵
の
会

山
下
和
恵
〃

山
下
和
恵

大
町
和
昭

〃
１
、
29

木
村
健
一
郎
後
援
会

近
間
純
栄
事
務
所
周
南
市
五
月
町

９
番
28号

周
南
市
清
水
町

７
番
47号

〃
〃
27

黒
川
康
弘
後
援
会

田
中
秀
二
代
表
者
田
中
秀
二

山
本
森
一
郎

〃
２
、
３

会
計
責
任
者
新
居
田
貞
夫

中
司

誠
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河
内
ひ
ろ
ふ
み
後
援
会

林
孝
昭
〃

西
山
典
宏

各
務
能
弘

〃
〃
８

公
認
会
計
士
に
よ
る
林
芳
正
後

援
会

水
谷
芳
昭

代
表
者
水
谷
芳
昭

天
羽
満
則

平
成
30、
12、
14

会
計
責
任
者
水
谷
公
威

水
谷
芳
昭

事
務
所
周
南
市
速
玉
町

２
番
６
号

岩
国
市
昭
和
町

１
丁
目
10番
10

号

し
の
だ
洋
司
後
援
会

伊
賀
克
己
名

称
し
の
だ
洋
司
後

援
会

篠
田
洋
司
後
援

会
平
成
31、
１
、
17

事
務
所
美
祢
市
大
嶺
町

東
分
3348の

１
美
祢
市
大
嶺
町

東
分
3370の

５

周
南
民
社
協
会

河
内
裕
文
会
計
責
任
者
西
山
典
宏

各
務
能
弘

〃
２
、
８

城
美
暁
後
援
会

城
美
篤
子
事
務
所
宇
部
市
西
宇
部

南
２
丁
目
13番

７
－
２
号

宇
部
市
西
宇
部

南
２
丁
目
13番

７
－
１
号

〃
〃
14

多
田
桂
次
郎
後
援
会

重
見
健
治
〃

山
口
市
小
郡
下

郷
1509の

１
山
口
市
小
郡
下

郷
1512の

１
〃
〃
４

田
中
敏
雄
後
援
会

中
野
克
美
会
計
責
任
者
田
中
博
文

伊
藤
千
尋

平
成
30、
５
、
２

中
国
電
力
労
働
組
合
政
治
連
盟

山
口
統
括
本
部

中
元
直
樹
〃

中
川

舞
切
川
大
地

平
成
31、
２
、
５

中
村
充
子
後
援
会

中
村
充
子
〃

中
村

勝
平
野
忠
士

〃
１
、
30

西
島
孝
一
後
援
会

俵
吉
郎
〃

佐
々
木
清

末
永
政
彦

平
成
30、
４
、
１

は
ま
お
か
歳
生
後
援
会

田
上
光
義
代
表
者
田
上
光
義

新
村
和
典

平
成
31、
１
、
24

広
中
信
夫
後
援
会

今
井
政
司
〃

今
井
政
司

藤
重

仁
平
成
30、
９
、
16

森
田
哲
弘
後
援
会

登
城
宏
司
〃

登
城
宏
司

登
城
福
人

平
成
31、
１
、
19

事
務
所
萩
市
大
字
椿
東

4488
萩
市
大
字
下
田

万
3003の

２

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

有
福
精
一
郎
後
援
会

尾
崎
興
範
西
嶋

昇
下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
4896の

８
平
成
31、
２
、
25

う
ら
お
か
昌
博
後
援
会

浦
岡
昌
博
浦
岡
孝
子
〃

長
府
豊
城
町
５
番
28号

〃
〃
28

99％
の
民
意
を
い
か
す
山

口
の
会

纐
纈

厚
内
山
新
吾
山
口
市
赤
妻
町
３
番
１
号

〃
１
、
31

澄
川
も
と
よ
り
後
援
会

澄
川
元
頼
澄
川
慶
美
下
松
市
潮
音
町
８
丁
目
４
番
７
号

平
成
30、
12、
〃

髙
井
仁
後
援
会

角
田
文
男
名
智
友
三
郎
宇
部
市
大
字
東
岐
波
5396の

１
〃
〃
〃

田
村
順
玄
後
援
会

田
村
清
美
田
村
清
美
岩
国
市
牛
野
谷
町
３
丁
目
75番
19号

〃
〃
〃

長
と
し
あ
き
後
援
会

黒
田
耕
作
原

敏
雄
〃

昭
和
町
３
丁
目
９
番
60号

平
成
31、
１
、
〃

つ
ぼ
た
恵
子
後
援
会

福
本
和
正
藤
本
博
司
〃

由
宇
町
港
１
丁
目
６
番
12号

平
成
30、
11、
１

三
原
善
伸
後
援
会

林
輝
昭
三
原
直
子
〃

平
田
５
丁
目
10番
３
号

〃
12、
31

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

國
本
卓
也
山
口
県
議
会

議
員

卓
友
会

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布

施
216の

10
國
本
卓
也
平
成
31、
１
、
８

坂
本
心
次
〃

坂
本
心
次
後
援
会
周
南
市
大
字
久
米
2811の

５
坂
本
心
次
〃
２
、
26

一
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篠
田
洋
司
美
祢
市
長

夢
と
活
力
あ
ふ
れ

る
美
祢
市
政
を
実

現
す
る
会

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
343の

２
篠
田
洋
司
〃
１
、
21

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

浦
岡
昌
博

う
ら
お
か
昌
博
後
援
会

平
成
31、
２
、
28

公
安
委
員
会

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
生
活
安
全
企
画
課
に
関
す
る
部
分
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第

十
一
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
生
活
環
境
課
に
関
す
る
部
分
中
第
十
三
号

を
第
十
四
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

九

特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
三
項
地
域
企
画
課
に
関
す
る
部
分
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号

を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
項
警
備
課
に
関
す
る
部
分
第
二
号
中
「
（
地
域

企
画
課
の
主
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
外
事
課
に
関
す
る
部
分
第
三
号
を
削

り
、
同
部
分
第
四
号
ハ
中
「
公
安
課
に
関
す
る
部
分
第
三
号
」
を
「
公
安
課
に
関
す
る
部
分
第
四
号
」

に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

公
安
課
に
関
す
る
部
分
第
四
号
に
掲
げ
る
犯
罪
そ
の
他
警
備
犯
罪
で
前
号
の
テ
ロ
リ
ズ
ム

に
関
す
る
も
の

第
四
条
第
六
項
外
事
課
に
関
す
る
部
分
第
四
号
を
同
部
分
第
三
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
六
項
外
事
課
に
関

す
る
部
分
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
公
安
委
員
会

表
山
口
県
下
関
警
察
署
の
部
彦
島
幹
部
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中
「
彦
島
本
村
町
二
丁
目
」
を
「
彦

島
海
士
郷
町
、
彦
島
老
町
一
丁
目
、
彦
島
老
町
二
丁
目
、
彦
島
老
町
三
丁
目
、
彦
島
老
の
山
公
園
、
彦

島
本
村
町
一
丁
目
、
彦
島
本
村
町
二
丁
目
、
彦
島
本
村
町
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
部
南
交
番
の
項
所
管

区
の
欄
中
「
彦
島
塩
浜
町
四
丁
目
」
の
下
に
「
、
彦
島
福
浦
町
一
丁
目
、
彦
島
福
浦
町
二
丁
目
、
彦
島

福
浦
町
三
丁
目
」
を
加
え
、
同
部
本
村
警
察
官
駐
在
所
の
項
及
び
福
浦
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
る
。

企

業

局

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
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山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
中
「
二
億
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
十
五
号
及
び
第
二
十
六
号
中
「
一
億
円
以
上
二
億
円
」
を
「
二
億
円
以
上
三
億

円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
八
号
並
び
に
同
条
第
五
項
第
三
号
中
「
一
億
円
」
を

「
二
億
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
各
課
共
通
の
部
14
の
項
、
15
の
項
、
17
の
項
及
び
18
の
項
並
び
に
別
表
第
二
の
18
の
項
、

19
の
項
、
21
の
項
及
び
22
の
項
中「

⚑
億
円
」

を「
⚒
億
円
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号

山
口
県
企
業
局
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

山
口
県
企
業
局
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
職
員
健
康
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
山
口
県
職

員
診
療
所
の
医
師
に
」
を
削
り
、
「
委
嘱
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
選
任
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

正

誤

平
成
三
十
一
年
二
月
五
日
山
口
県
告
示
第
二
十
二
号
（
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び

に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品
等
の
種
類
等
）

ペ
ー
ジ

段

箇
所

誤

正

三

下

表
中

電
子
シ●

ス●

テ●

ム●

入●

札●

用
機
器

電
子
入䀝

札䀝

シ䀝

ス䀝

テ䀝

ム䀝

用
機
器

一
五
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平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


